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設計・運用段階におけるエネルギーマネジメントの進め方（案） 

 

 

１． エネルギーマネジメントの目標と指標 

新設小学校の「ゼロエネルギー化」および「総合的環境性能の確保」を目標とする。 

「ゼロエネルギー化」の管理指標は、単年度の学校全体のエネルギー収支が概ねゼロ以下であるこ

ととする。 

「総合的環境性能の確保」は、『CASBEE 川崎』による S ランクの実現を目指す。 

 

＜ゼロエネルギーの定義＞ 

学校施設の年間での利用において消費する一次エネルギー消費量と創出するエネルギーの一次エネルギー換算量と

の差し引きが、概ねゼロ以下である場合を「ゼロエネルギー」と定義する。 

具体的には、当初の供用開始時にはもちろんのこと、学級数の増加に伴い初期整備学級数がすべて埋まった段階

においてもゼロエネルギーが実現されているものとする。また、増築時には増築棟にさらに太陽光発電設備を増設

することにより、その後も単年度でのゼロエネルギーであり続けることとする。 

 

２． エネルギーマネジメントの概要 

表１に、計画、設計、工事、運用に至るエネルギーマネジメントの概略スケジュールと主な内容、

および関係者を示す。 

 

表１ エネルギーマネジメントの概略スケジュールと主な内容および関係者（現時点での最短スケジュール） 

年度 H25 H26 H27 H28、H29 H30 

段階 

基本計画 基本設計 実施設計 工事施工 初期運用 

 ▲ 

基本・実施設計発注 

 

▲ 

工事施工発注 

工事監理発注 

▲ 

竣工受渡 

▲ 

性能検証発注 

 

▲ 

開校 

主な内容 

目標実現のための

性能を基本計画図

書に作りこむ。 

計画されたものの

性能が目標を満足

していることを確

認する。 

目標実現のための

性能を基本設計図

書に作りこむ。 

基本設計されたも

のの性能が目標を

満足していること

を確認する。 

目標実現のための

性能が盛り込まれ

た基本設計図書の

内容を実施設計図

書に作りあげる。

目標実現のための

性能が盛り込まれ

た実施設計図書の

内容を施工する。 

施工されたものの

性能が目標を満足

していることを確

認する。 

運用状況を分析・

評価し、目標の達

成状況を確認す

る。 

目標が達成できな

い場合は、是正や

教育を行う。 

関係者 

市（教育委員会・

施設整備部） 

コンサルタント 

市（施設整備部・

教育委員会） 

基本設計者（外部

専門家等を含む）

市（施設整備部・

教育委員会） 

実施設計者 

市（施設整備部・

教育委員会） 

工事監理者（実施

設計者） 

施工者 

市（教育委員会・

施設整備部） 

外部専門家等 

工事監理者（実施

設計者） 

施工者 

学校 
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３． 基本計画～設計～工事施工～運用のプロセスを考慮したエネルギーマネジメント 

 

① 基本計画段階（現時点） 

・ 「ゼロエネルギー化推進・防災機能向上 WG」では、外部専門家も参画し、基本設計のプ

ロポーザルを発注する上で整理しておくべき設計条件、ゼロエネルギー化を実現する上で必

要となる性能・機能、本校として達成すべき防災機能を整理する。そのうえで、本建設予定

地の特性等を踏まえた今後の建設計画に向けての方針を検討する。 

・ ゼロエネルギー化実現可能性検討のケーススタディを行い、新設小学校の建築・設備仕様の

案を策定する。この案を採用することによるエネルギー消費量の概算、費用対効果を試算す

る。 

・ CASBEE 川崎による「S」ランクを達成するための設計要件を把握するため、現段階で挙

げられている主な取組みを CASBEE 川崎にて試行的に評価する。 

・ 設計～工事施工～運用段階におけるエネルギーマネジメントの方針、進め方などについて検

討する。 

・ 上記の内容を基本計画書（または抜粋等による「エネルギーマネジメント計画書（基本計画

段階）」）に取りまとめる。 ⇒市（教育委員会・施設整備部）で確認し、基本設計者に対

する基本設計要件書類として引き継ぐ。 

 

 

図１ 基本計画段階におけるエネルギーマネジメント体制 

 

表２ 基本計画段階における関係者とエネルギーマネジメントにおける主な役割 

関係者 主な役割 

市（教育委員会・施設整備

部） 

①コンサルタント（基本計画者）の決定とコンサルタント業務契約 

②エネルギーマネジメント体制の構築 

③基本計画図書の承諾（ゼロエネルギー化性能、CASBEE 評価を含む） 

コンサルタント ④ゼロエネルギー化性能検討、CASBEE 評価 

⑤エネルギーマネジメントの進め方の検討 

⑥WG などエネルギーマネジメントの支援 

⑦基本計画図書（またはエネルギーマネジメント計画書（基本計画段階））の作成 

 

 

コンサルタント 

市（施設整備部） 

市（教育委員会）

 

＜発注＞ ＜受託＞契約

①

②③ ④～⑦ 
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② 基本設計段階 

・ 基本設計者は、「ゼロエネルギー化の実現」、「CASBEE 川崎による S ランクの実現」する

ための基本設計や検証を行う。また、検証のための体制づくりを行う。 ⇒基本設計者の責

任において、必要に応じて外部専門家等の知見等を踏まえて、ゼロエネ設計等を実現させる。

これにより実現のための責任を一元化する。 

・ 上記の実現や検証のために、基本設計者の知見等が不足する場合に、基本設計者自身が外部

専門家等を含めた検証体制を組む。 ⇒設計者が学識経験者を含めた体制を組むことは、こ

れまでの市の設計において、類似の事例あり。 

・ 基本設計プロポーザルの要件として、「性能検証に対する実施方針」を評価項目に含める。 

・ 基本設計による建築・設備仕様により、エネルギー消費量の試算を行い、ゼロエネルギー化

が実現できることを確認する。 

・ 基本設計内容により、CASBEE 川崎による「S」ランクを達成できていることを確認する。 

・ 運用段階の性能検証を考慮した計測設備（データの見える化を含む）や検証計画を作成する。 

⇒実用的な計測計画、効果的な検証計画であることを市（施設整備部）で確認を行う。 

・ 上記の内容について、市（施設整備部・教育委員会）、基本設計者（外部専門家等を含む）

によるエネマネの会議体を組み、定期的に状況を報告、確認する。 

・ 基本設計者が、上記の内容を基本設計書（または抜粋等による「エネルギーマネジメント計

画書（基本設計段階）」）に取りまとめる。この中には、設計条件、設計根拠、設計主旨、ゼ

ロエネ検討、CASBEE 検討、運転・制御検討、運用段階の計測計画・検証計画を含める。  

⇒市（施設整備部・教育委員会）で確認し、実施設計するための基本設計書とする。 

 

 
図２ 基本設計段階におけるエネルギーマネジメント体制 

 

外部専門家等 基本設計者 市（施設整備部） 

市（教育委員会） 

＜受託＞＜発注＞ 契約

① 

⑦～⑨

②～⑥ 

エネルギーマネジメント会議
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表３ 基本設計段階における関係者とエネルギーマネジメントにおける主な役割 

関係者 主な役割 

市（施設整備部・教育委員

会） 

①基本設計者の決定と基本設計業務契約 

②エネルギーマネジメント体制の構築 

③エネルギーマネジメント会議の開催 

④エネルギーマネジメント・プロセスの管理 

⑤基本設計書の承諾（ゼロエネルギー化性能、CASBEE 評価を含む） 

⑥実施設計への引継ぎ 

基本設計者（外部専門家等

を含む） 

⑦性能検証体制の構築（外部専門家等を含む） 

⑧ゼロエネルギー化性能検討、CASBEE 評価 

⑨基本設計書（またはエネルギーマネジメント計画書（基本設計段階））の作成 

 

 

③ 実施設計段階 

・ 実施設計段階では、基本設計をもとに詳細設計を行うため、基本的に検証体制は組まない。 

・ 但し、予算の関係でゼロエネルギー化に関係する変更が生じた場合には、基本設計時の検証

体制によりゼロエネ化実現などの検証を行う。 

・ 実施設計の内容に合わせて「エネルギーマネジメント計画書（実施設計段階）」を実施設計

者が作成する。この中には、基本設計段階からの変更内容、特により具体的な運転・操作・

制御検討、運用段階の計測計画・検証計画を含める。  ⇒市（施設整備部）で確認し、

工事施工者に対する実施設計書類として引き継ぐ。 

 

 

図３ 実施設計段階におけるエネルギーマネジメント体制 

 

表４ 実施設計段階における関係者とエネルギーマネジメントにおける主な役割 

関係者 主な役割 

市（施設整備部・教育委員

会） 

①実施設計者の決定と実施設計業務契約 

②実施設計図書の承諾（エネルギーマネジメント計画書（実施設計段階）を含む） 

③工事施工への引継ぎ 

外部専門家等 
実施設計者 市（施設整備部） 

市（教育委員会） 

＜受託＞＜発注＞ 契約

①

②③ ④
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実施設計者 ④実施設計図書の作成（エネルギーマネジメント計画書（実施設計段階）を含む） 

 

④ 工事施工段階 

・ 工事施工段階では、実施設計をもとに工事施工を行うため、基本的に検証体制は組まない。 

・ 工事監理者（設計者）は、通常の工事監理業務に加えエネマネの観点から、施工図、施工要

領書、機器納入仕様等を確認・報告する。また、現場検査、工場検査も行う。 

・ 工事監理者（設計者）は、エネマネの観点から、機能性能試験計画書を作成し、工事施工者

の協力のもと、機能性能試験を行い、設計の意図通りに性能を発揮し、稼働することを確認・

調整し、報告する。また、運用段階で利用する取扱説明書（運用マニュアル）を作成する。 

⇒市（施設整備部）で確認を行う。竣工時期により、稼働確認ができないものは、運用開始

後に確認を行う。 

・ 運用段階の性能検証を考慮した計測設備施工（データの見える化を含む）や検証計画の見直

しを行う。  ⇒実用的な計測計画、効果的な検証計画であることを市（施設整備部・教育

委員会）で確認を行う。 

・ エネマネの観点から確認・報告が必要となる事項について、市（施設整備部・教育委員会）、

工事監理者（設計者）、工事施工者によるエネマネの会議体（現場定例の分科会等）を組み、

適宜、状況を報告、確認する。 

・ 工事監理者（設計者）が、上記の内容を「エネルギーマネジメント計画書（工事施工段階）」

に取りまとめる。この中には、設計条件・設計根拠・設計主旨・ゼロエネ検討・CASBEE

検討の最終、運転・操作・制御検討、運用段階の計測計画・検証計画等を含める。  ⇒

市（施設整備部・教育委員会）で確認し、運用管理者に対する設計・施工主旨書類として

引き継ぐ。 

・ 工事施工者は、設計図をもとに工事監理者の指導の下、ゼロエネ施工を実現させる。工事監

理者（設計者）の性能試験実施、報告書作成支援等の協力を行う。 

 

 

図４ 施工段階におけるエネルギーマネジメント体制 

 

工事監理者（設計者）  

市（教育委員会） 工事施工者 

市（施設整備部） 
＜発注＞ 契約 ＜受託＞

＜受託＞

契約

エネルギーマネジメント会議 

②

③～⑧

① ⑫～⑬ 

⑨～⑪ 
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表５ 施工段階における関係者とエネルギーマネジメントにおける主な役割 

関係者 主な役割 

市（施設整備部・教育委員

会） 

①工事施工者の決定と工事施工契約 

②工事監理者の決定と工事監理契約 

③エネルギーマネジメント体制の構築 

④エネルギーマネジメント会議の開催 

⑤エネルギーマネジメント・プロセスの管理 

⑥施工図書の承諾 

⑥機能性能試験計画書の承諾、機能性能試験報告書の確認 

⑦エネルギーマネジメント計画書（工事施工段階）の承諾（ゼロエネルギー化性能、CASBEE

評価を含む） 

⑧運用者への引継ぎ 

工事監理者 ⑨エネルギーマネジメントの観点からの工事監理業務 

⑩機能性能試験計画書の作成、機能性能試験の実施、報告書の作成 

⑪エネルギーマネジメント計画書（工事施工段階）の作成 

工事施工者 ⑫エネルギーマネジメントの観点からの工事施工 

⑬機能性能試験計画書の作成補助、機能性能試験の実施補助、報告書の作成補助 

⑭工事施工図書の作成 

 

 

⑤ 運用段階 

・ 市（教育委員会）の委託により、外部専門家等による「ゼロエネルギー化の実現」、「CASBEE

川崎による S ランクの実現」するための検証体制づくりを行う。 

・ このときの外部専門家等は、エネマネの観点に基づき設計・施工内容の把握、エネルギー消

費量の分析（必要に応じて計測）、運用状況の把握・検証、不具合の検知と改善提案、CASBEE

川崎による評価等の総合的なエネマネ能力を有するものとする。 ⇒基本設計段階の性能検

証体制（外部専門家等）への委託も考えられるが、設計者・工事監理者側に立った検証結果

となることが懸念されるため、それ以外の体制であることが望ましい。 

・ エネマネの観点から設計・施工の実情が設計・施工主旨と適合しているか確認する。 

・ 竣工時に機能試験ができないものについて、運用開始後の動作確認等を行う。 

・ 計測機器による運用エネルギーデータを分析し、運用状況を把握する。各省エネ項目が設計

意図に沿った動作や運用がなされているか、その効果等の検証を行う。 

・ ゼロエネルギー化の管理指標（単年度の学校全体のエネルギー収支が概ねゼロ以下であるこ

と）に基づきエネルギー管理支援を行う。 

・ 仮に目標を達成できない場合は、設計、施工、運用、外部条件等、何が原因なのかについて

検証を行う。 

・ 性能検証の結果、設計または施工に問題があると判断される場合には、市（施設整備部）か

ら工事監理者（設計者）、工事施工者に是正等の指示を行う。学校の運用に問題がある場合

は、学校への指示・助言を行う。必要に応じて、学校に対する運用教育・訓練などを行うこ
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とも考えられる。 

・ 性能検証の内容の一部（データの見える化を含む）は、学校または市（教育委員会）が環境

教育に活用することも考えられる。 

・ 上記の内容について、市（教育委員会・施設整備部）、学校、外部専門家等によるエネマネ

の会議体を組み、定期的に状況を報告、確認する。中長期的な体制の構築による PDCA サ

イクルの確立が望ましい。また市（施設整備部）の委託により、工事監理者（設計者）や工

事施工者を参画させる。 

・ 外部専門家等は、上記の内容を「エネルギーマネジメント報告書」に取りまとめ、市（教育

委員会）に報告する。 

 

図５ 運用段階におけるエネルギーマネジメント体制 

 

外部専門家等 工事監理者（設計者）

市（教育委員会） 工事施工者 

学校 外部専門家等 

市（施設整備部） 
＜発注＞ ＜受託＞

＜発注＞ ＜受託＞

＜受託＞

エネルギーマネジメント会議

② 
契約

⑧ 

④～⑦⑨ 

23 24 

契約

③

契約

①

⑩～⑮ 

⑲～22 

⑯～⑱ 
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表６ 運用段階における関係者とエネルギーマネジメントにおける主な役割 

関係者 主な役割 

市（教育委員会・施設整備

部） 

①外部専門家等の決定と業務契約 

②工事監理者と業務契約 

③工事施工者と業務契約 

④エネルギーマネジメント体制の構築 

⑤エネルギーマネジメント会議の開催 

⑥エネルギーマネジメント計画書（運用段階）の承諾 

⑦エネルギーマネジメント報告書の確認 

⑧工事監理者（実施設計者）、工事施工者への是正等の指示 

⑨学校への補正行動の依頼 

外部専門家等 ⑩性能検証体制の構築 

⑪エネルギーマネジメント会議の開催 

⑫エネルギーマネジメント・プロセスの管理 

⑬ゼロエネルギー化性能の確認と報告（必要に応じて計測、データ分析を含む） 

⑭エネルギーマネジメント計画書（運用段階）の作成 

⑮エネルギーマネジメント報告書の作成 

工事監理者 ⑯機能性能試験の実施、報告書の作成（工事施工段階で未実施分） 

⑰エネルギーマネジメント会議への出席 

⑱是正指示などへの対応 

工事施工者 ⑲機能性能試験の実施補助、報告書の作成補助（工事施工段階で未実施分） 

⑳適切な操作方法の説明 

○21エネルギーマネジメント会議への出席 

○22是正指示などへの対応 

学校 ○23適切な操作の実施、児童への教育 

○24エネルギーマネジメント会議への参加 
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４． 運用時のエネルギーマネジメントの内容 

 

① ゼロエネルギー化管理項目 

・ ゼロエネルギー化の実現するために活用する主な管理項目を以下に示す。 

 室内環境状態（温度・湿度・照度） 

 機器・器具類の運転期間・時間 

 機器・器具類の設定値・制御値 

 

表７ 運用段階において想定されるゼロエネルギー化管理対象項目 

分野 項目 対象 項目 

建築 断熱 建築躯体・窓ガラス 室温 

室内環境 温熱環境 室温・相対湿度 

光環境 照度 

電気設備 電源設備 受電設備 電圧、電流、力率、デマンド 

変圧器 負荷率 

照明・コンセント 照明 照度、点灯時間 

OA 機器等 使用時間 

空調設備 熱源機器 
熱源（補機含む） 

運転期間・時間、冷温水温度、冷却水温度、

熱量、エネルギー使用量、効率 

エアコン 運転期間・時間、電力量、設定値 

空調機器 
空調機 

運転期間・時間、熱量、外気量、フィルタ差

圧、設定値 

ファンコイルユニット 運転期間・時間、設定値 

全熱交換器 運転期間・時間、運転モード 

換気ファン 運転期間・時間、電力量 

衛生設備 給水  給水量 

給湯設備  給湯量、エネルギー使用量 

厨房設備  エネルギー使用量 

その他 太陽光発電設備  発電量 

全体消費量 電気、ガス、水 エネルギー使用量 

省エネ設備  ※設備内容による 

 

② ゼロエネルギー化実現のための計測方針 

・ エネルギー使用量については、用途別（またはエリア別）、設備別に計測する。 

 用途別：教室群、特別教室群、職員室等、給食、体育館、プール、グラウンド、廊下

など 

 エリア別：階ごと、棟ごと 

 設備別：照明、コンセント、熱源、エアコン、換気、動力、太陽光発電、省エネ設備

など 

・ 一部の教室群については重点計測エリアとし、教室ごとに個別計測できるようにする。これ

らの計測データは、環境教育にも活用する。 

・ 上記の重点計測エリアでは、室内環境状態（温度、湿度、照度）の計測を行う。 



・ 
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